
会員の皆様に寄り添い
共に前進する 尾西商工会

☎：0586-62-9111 ✉：bisaishi@owari.ne.jp
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新年あけましておめでとうございます。
令和５年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。
尾西商工会会員の皆様並びに関係者の皆様には、新たな希望を胸に

穏やかな新年をお迎えになられたことと心からお慶び申し上げます。
また、当商工会の諸事業に対しまして、日頃より一方ならぬご支援・

ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、令和５年の新しい年を迎えて、尾西商工会を代表して一言ご

挨拶を申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルスが中々収束することなく第８波となり

ましたが、緊急事態宣言や自粛要請の発出はなくイベントや旅行支援、
外国人の入国制限の緩和などにより経済を回しつつコロナ対応する、
ウイズコロナの年となりました。
また、ウクライナ戦争による世界的な食糧不足や日米の金利差によ

る円安で物価が想定外に高騰する一方、賃金上昇がこれに追い付いていないことから、国民生活に
は大変厳しい状況になるとともに、中小・小規模事業者には、電気やガスなどのエネルギー価格と
仕入コストの高騰により業績が悪化する中、価格転嫁もできない状況にあり廃業や休業に至る企業
もありました。
こうした中、当商工会では、事業復活支援金を始めとした国・県・市が講じた各種コロナ支援策

や働き方改革・インボイス制度などに関する情報を提供するとともに、巡回訪問や窓口での相談・
支援やセミナーの開催などに努めてまいりました。この先もポストコロナを見据えた事業者の販路
開拓や生産性向上、合理化・効率化、さらには事業承継など様々な経営課題解決のため、関係支援
機関や専門家と連携して全力で支援してまいります。
また、地域振興事業では、会員の皆様や関係者の皆様にご協力・ご協賛いただき、夏には濃尾大

花火に代わる「一宮市びさい夏まつり」を、秋には「びさいまつり」を開催いたしました。どちら
のイベントも多くのご来場をいただき、地域の皆様に少しでも元気をお届けできたのではないかと
思っております。
最後になりますが、当商工会は「会員の皆様に寄り添い ともに前進する尾西商工会」をスローガ

ンに掲げ、今年も役職員一丸となり会員の皆様のお役に立てるよう努めてまいる所存でございます。
卯年は、飛躍と向上の年と言われています。新しい年が会員の皆様にとりまして、飛躍と繁栄の

年となりますことを心より祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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2023年元旦謹 賀 新 年

尾西商工会
会長 水谷 豊



大村知事に陳情した正副会長＝愛知県公館で

陳情は「小規模事業者支援の拡充と商工会組織体制の強化」実現の

ため、「伴走型による小規模事業者への支援体制の拡充・強化」、

「デジタル社会における販路開拓支援」など全十三項目を要望した。

要望項目には、コロナ禍において小規模事業者が借り入れた「ゼロ

ゼロ融資」の返済にかかる資金繰り支援として、条件変更への対応や

「サポート資金」による借り換えを含め、引き続き、県内小規模事業

者の事業の継続・発展及び事業承継など、商工会を通じた各種支援を

重点項目として要望した。
十三項目を要望

令和５年度予算要望を知事へ 小規模事業者支援の拡充を求める

愛知県商工会連合会 新美文二会長（知立市商工会長）、

河合利則副会長（田原市商工会長）、鈴木洋副会長

（扶桑町商工会長）、安藤寛一副会長（西尾みなみ商

工会長）、山田精二副会長（あま市商工会長）は十一

月十一日、愛知県公館において、商議連水野会長にも

出席いただき、大村秀章愛知県知事へ令和五年度予算

要望にかかる陳情活動を行った。

商 工 会 イ ベ ン ト 情 報 ・ 活 動 報 告

尾西商工会では、会員相互の親睦並びに各団体・機

関との交流を図ることを目的として下記のとおり新年

賀詞交歓会を開催いたします。

１．と き 令和5年１月４日(水) 午前１１時～
２．ところ 尾西商工会館 ３階 研修大ホール
３．次 第 (１)開会の言葉

(２)年頭挨拶
(３)新年祝辞
(４)閉会の言葉

※コロナウイルス感染拡大防止対策として、マスクの着用及び手指消毒等のご協力をお願いいたします。

＜聴講無料＞

日時 令和５年１月２７日(金)
午後２時～３時

※午後１時開場
会場 尾西商工会館

３階 研修大ホール
講師 中島 健至氏

(日本銀行 名古屋支店長)
定員 ８０名（要事前申込み・先着順）

令和５年 新春経済講演会

「最近の金融経済情勢と今後の展望」
令和５年 新 年 賀 詞 交 歓 会
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第６回定例理事会

第７回定例理事会

開催日時：令和４年１０月１１日(火)午後３時～
決議事項：
第１号議案 第３４回びさいまつりについて
第２号議案 資質向上セミナーについて
以下 第３号議案～第６号議案

開催日時：令和４年１１月７日(月)午後３時～
決議事項：
第１号議案 新年賀詞交歓会について
第２号議案 新春経済講演会について
以下 第３号議案～第６号議案

第２０７回 珠算検定 １級合格者

氏名 塾名

滝沢 蒼依 大照珠算学園

成 績 結 果 （敬称略）

優 勝 伊藤 雅晃
準優勝 小塚 政己
第３位 石原 重孝
第４位 桑原 英寿
第５位 櫛田 芳樹

１１月８日（火）ナガシマカントリークラブに

おいてゴルフ大会が開催され、３０名が熱戦を繰

り広げられ参加者全員がプレーを楽しむとともに

相互の親睦を深められました。成績は下記のとお

りでした。

残念ながら参加できなかった方も、次回は優勝

を目指して奮ってご参加下さい。

第２６回会員親睦ゴルフ大会の結果

12月１０日(土)～２４日(土)の１５日間、市道の
街路樹を華やかにライトアップし、夜空にイル
ミネーションが美しく輝いていました。



１０月２２・２３日に開催された「びさいまつり」に
て、模擬店・ステージへ出演いたしました。「愛知北
FMパーソナリティ あこ☆太郎さん」をお招きし、ス
テージは大盛り上がりでした。また、恒例となっている
三角くじは完売、多くの皆さんに楽しんでいただくこと
ができました。ご来場頂いた皆さん、ありがとうござい
ました。

青年部だより（部員募集中！）

10月22・23日に開催された「びさいまつり」は久しぶり

のバザーを実施しました。2日とも天気に恵まれ、大勢の皆

様にお越しいただきました。

今年はお子様に大人気のイチゴやメロンなどフルーツ味の

カラー綿菓子やジュース、地元企業から提供していただいた

高級婦人服や、カーテン生地なども販売しました。大人から

子供までご来場の皆様に好評をいただき、楽しい時間を過ご

す事ができました。

女性部では一緒に活動する部員を募集しています。地域振

興や教養を高める講座など開催する予定です。ご興味がある

方は事務局までお声がけください。

女性部だより（部員募集中！）

ペットボトルキャップ回収へご協力を！

講習会の様子

びさいまつり ステージ

４５歳以下の個人事業主・中小企業の経営者またはその後継者の皆さん、男女問い
ませんので同世代の仲間を作り、一緒に楽しく活動しましょう！詳しくは商工会まで
ご一報ください。

１２月1日(木)、上岡実弥子先生をお招きし、青年
部・女性部主催「パワハラにならない！コミュニケー
ション研修」を開催いたしました。令和４年４月１日か
ら中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置
が義務化され、職場におけるハラスメント防止のための
積極的な対応が求められています。事例を交えわかりや
すくご講演いただきました。



暮らしや事業の中でのいろいろな悩み・トラブル・難しい言葉や

面倒な手続きが分からない・・・

そんな時こそ、行政書士が頼りになります！

お気軽にご相談ください！！（要予約・相談無料）

○相続(遺産分割協議書)・遺言
○建設業許可 ○風俗営業許可
○農地転用 ○不動産関係
○自動車登録・車庫証明 ○著作権

○各種契約書・合意書 ○定款・法人設立
○食品営業許可 ○土地開発
○戸籍関係 ○帰化・入管関係
○各種許認可申請手続き

■日 時 随時開催（月～金の午後１時～４時）
■会 場 尾西商工会 ２階会議室
■申 込 先 尾西商工会 ０５８６－６２－９１１１

行政書士法における業務範囲内でのご相談をお引き受けいたします

愛知県行政書士会 一宮支部

行政書士無料相談会のお知らせ

会 場 ： 尾西商工会館 相談応対 ： 日本政策金融公庫一宮支店職員

※個別に日程調整を行いますので、事前に商工会(0586-62-9111)までご相談ください。
※ご相談の際には、確定申告書・決算書（直近２期分）等をご持参ください。

マル経融資

対象者
従業員２０人（宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業は５人）以下の
法人・個人事業主

貸付限度額 2,000万円

貸付利率 １.１３％ （令和４年１２月１日現在）

貸付期間（据置期間） 設備資金：１０年以内（２年以内） 運転資金： ７年以内（１年以内）

担保・保証人 担保、保証人は不要です。

融資相談会のお知らせ



令和４年１２月１６日より愛知県特定最低賃金（２業種）が改定されました。

特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業について設定されています。

＜参考＞

愛知県最低賃金は、令和４年10月1日より時間額986円です。

問合せ先：事業所を管轄する労働基準監督署

愛知県では令和4年4月に「愛知県木材利用促進条例」の制定、「木材

利用の促進に関する基本計画」の策定を行い、愛知県産木材を始めとする

木材の利用が県内全域に広がることを目指しております。

企業様の価値を高める木造・木質化の4つのメリットを紹介します。

①カーボンニュートラルに貢献

②SDGsへの貢献、ESG投資への評価

③建物の利用者の健康や精神に対する効果

④企業会計にもプラス

また、愛知県では木材利用を進めていくため、補助事業や表彰等を行っ

ております。

詳しくは、愛知県尾張農林水産事務所林務課(TEL:052-961-1689)

までご連絡ください。

木材利用のすすめ 木造・木質化で高まる企業価値

特定最低賃金名 最低賃金額（１時間）

製 鉄 業 、 製 鋼 ・ 製 鋼 圧 延 業 、
鋼 材 製 造 業 １，０１８円

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 ９９７円

愛 知 県 最 低 賃 金 の お 知 ら せ

tel:052-961-1689


ホームページアドレス https://www.bi-shin.co.jp/

理事長 高 間 正 道

□ 売上先がインボイスを必要とするか検討しましょう
〇 消費者や免税事業者である売上先は、インボイスを必要としません。
〇 売上先が簡易課税制度を選択している課税事業者の場合も、売上先はインボイス
を必要としません。

〇 それ以外の課税事業者である売上先は、仕入税額控除のために貴社が交付するイ
ンボイスの保存が必要ですが、制度開始から6年間は、免税事業者からインボイス
の交付を受けられずとも、仕入税額の一定割合（80％・50％）を控除できます。

〇 売上先の数が少ない場合は、売上先に直接相談することも考えられます。

□ 登録を受けた場合・受けなかった場合について検討しましょう
〇 登録を受けた場合、売上先がインボイスを求めたときは、記載事項を満たしたイ
ンボイスを交付する必要があります。

〇 現在免税事業者の方であっても、登録を受けると、課税事業者として申告が必要
となります（簡易課税制度を適用することで、仕入税額の計算や仕入税額控除のた
めの請求書等の管理等に関する事務負担の軽減を図ることができます）。

〇 登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても免税
事業者となることはなく、課税事業者として申告が必要となります。

〇 登録を受けなかった場合、インボイスを交付できませんが、売上先は、制度開始
から6年間は仕入税額の一定割合（80％・ 50％）が控除できる経過措置が適用で
きます。なお、この期間の終了後は、貴社からの仕入について仕入税額控除がで
きなくなります。また、登録を受けない場合でも、インボイスに該当しない請求
書等は交付できます。

□ 登録を受ける場合は、登録申請書を提出しましょう
〇 令和５年10月１日のインボイス制度の開始当初からインボイスを交付する場合
は、令和５年３月31日までに、登録申請手続を行う必要があります。e-Taxによ
る登録申請手続をぜひご利用ください。

〇 個人事業者における屋号や主たる事務所等の所在地など、一定の事項を申出に
より併せて公表できます。

まずはインボイス発行事業者の登録要否の判断から･･･

・インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
・現在免税事業者の方であっても、事業の内容などに応じて、登録を受けるか検討しましょう。

インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート（登録編）

国税庁「インボイス制度特設サイト」

インボイス制度に関する説明会の開催案内や各種資料等を掲載しています。

インボイス制度への登録はお済みですか？



一宮警察署だより

110番は緊急通報のための専用電話です。

次のようなときは、迷わず、落ち着いて、すぐに１１０番をしてください。

○ 強盗などの被害にあったり、目撃した。

○ ドロボウに入られたり、ドロボウが逃げるのを目撃した。

○ 見かけない人が、家の中をのぞいている。

○ ひき逃げ事故にあった、ひき逃げ事故を目撃した。

緊急性のない相談などは、警察相談専用電話「＃９１１０」を利用しましょう。

○ ご家庭の電話（プッシュ回線のみ）や公衆電話、携帯電話で「＃９１１０」を

プッシュすれば、愛知県警察本部の住民コーナー（愛知県内で発信の場合に限る）

につながります。

ご家庭の電話がダイヤル回線である場合は、０５２－９５３－９１１０におか

けください。

開設時間は、月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く。）までの午前９時か

ら午後５時までです。

相談料は無料ですが、通話料は必要です。

事件・事故 緊急事案は １１０番

～警察の 相談ダイヤル ＃９１１０～

会社で設置している複数の防犯カメラがある

場合、道路や交差点も映るように角度を工夫す

ることで、会社の防犯対策はもとより、犯人の

早期検挙という社会貢献にもつながります。

防犯カメラの設置には「防犯カメラの設置及

び運用に関するガイドライン」に従って運用し

てください！

防犯カメラの設置が
地域の安心・安全につながる

ガイドラインや設置手順は、愛知県警察ホームページをご覧ください。

侵入時

逃走時

この画像が犯人検挙
の決め手に！
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